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基本計画案の審議について 

 

（1）審議の体制 

総合計画審議会（15 名）を 3 つの部会（5 名ずつ）に分け、全 51 分野を行政経営・安全分野

（16 分野）と都市整備・環境分野（18 分野）、福祉・教育分野（17 分野）に区分して、各部会

において計画案の審議を行います。（[資料 4]部会別担当分野一覧を参照。）進行管理の検証を行

った際の部会と同じ部会で審議していただきます。平成 26 年 1月から 2月の期間に、第一部会、

第二部会、第三部会それぞれ 3回開催を予定しています。 

開催後は、部会での審議結果を各担当課に報告し、計画案へ反映について検討した後、全体会

を開催し、パブリックコメントに向けた計画案の作成を行います。パブリックコメント実施後に

は、コメントの反映を検討し、審議会としての最終的な答申案を策定します。 

 

（2）審議の対象 

第 5次総合計画の基本計画を構成する最も基本的な単位である 51 の『基本施策（小分野）』を

対象に審議いただきます。 

 

（3）審議にあたって 

①計画案について 

・基本的には前期基本計画を踏襲して見直しをかけています。 

・基本計画の策定には議会の議決が必要となったため、4 年後に実現可能な計画を前提として

内容を見直しています。 

・中期財政計画の試算による投資的経費等に充当できる一般財源が今後逓減することを踏まえ

て、必要性が高く実現性の高い内容に絞った計画としています。 

・既に実施済みの取組や今後実施の見込みがない取組等について内容を整理しています。 

・見直しによって各小分野間の内容のボリュームがアンバランスとなることについては、小分

野の統廃合をしないことや各分野見開き 2 頁を前提としていることから、配慮していません。 

・前期基本計画での進行管理検証結果に基づき、審議会からの意見については計画に反映でき

るか各担当課で検討した上で見直しをかけています。 

②各項目について 

＜4 年後のまち＞ 
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・4 年後に実現を目指すまちの姿を、4 年後に実現しているかどうか判断できるような表現に

一部見直しています。 

＜行政の 4 年間の主な取組＞ 

・「市民・事業者等を支援する取組」「行政が主体的に実施する取組」の区分を無くしたことに

よる内容の重複等を整理しています。 

・各取組には、「4 年後のまち」に掲げるいずれの項目に関係するか丸番号を付番して明確に

するとともに、それに伴って掲載の順序も入れ替えています。 

＜市民等の役割分担＞ 

・各役割分担には、「4 年後のまち」に掲げるいずれの項目に関係するか丸番号を付番して明

確にするとともに、「4 年後のまち」に関係する内容を掲載するよう見直しています。 

＜指標＞ 

・目標年次が平成 30→29 年度になったことに伴って、目指す値を平成 29 年度の数値に更新

するとともに、指標の説明も併せて見直しています。 

・平成 21～25 年度の実績値と平成 26～29 年度の目標値をグラフで表記しています。平成 25

年度の数値は今年度末の見込みです 

・目指す値は、理想的な水準として設定するのではなく、過去のトレンドを踏まえた 4 年後に

実現可能な努力目標として設定しています。 

＜具体的な事業＞ 

・「行政の 4 年間の主な取組」に対応する具体的な事業名を 1 取組に対して 1 つ以上を掲載し

ています。 

＜用語解説・関連する主な分野別計画＞ 

・頁下の「用語解説」については、文中で市民が分かりにくいと思われる用語には解説を追加

するなど、内容を適宜修正しています。 

・頁下の「関連する主な分野別計画」についても、新たに策定された計画や期間が経過した計

画などについて適宜修正しています。 

 

（4）審議の方法 

①事前確認と質問 

あらかじめ各担当の小分野の計画案をご覧いただき、疑問点などある場合は事前に担当課への

質問票をご提出ください。（部会開催日の 4日前（土日祝日を除く）までに） 
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②事前質問に対する回答と担当課への質疑 

事前にいただいた質問について担当課からの回答を報告します。報告後、必要があれば修正案

を審議していただきます。また、再度担当課に質疑がある場合は、担当課が出席しておりますの

で直接質疑を行い、審議会の修正案を審議いただきます。審議後に修正案を再度担当課に投げか

け、担当課において再検討し、第 6回全体会において最終案として審議していただきます。 

 

（5）審議の日程 

 ＜全体会＞ 

 開催日 

第 5回 平成 26 年 1 月 7 日 

第 6回 平成 26 年 3 月 5 日 

第 7回 平成 26 年 3 月 中旬 

第 8回 平成 26 年 5 月 初旬 

第 9回 平成 26 年 5 月 下旬 

＜部会＞ 

【第一部会】 開催日 

第 4回 平成 26 年 1 月 31 日 

第 5回 平成 26 年 2 月 6 日 

第 6回 平成 26 年 2 月 17 日 

【第二部会】 開催日 

第 4回 平成 26 年 1 月 30 日 

第 5回 平成 26 年 2 月 10 日 

第 6回 平成 26 年 2 月 18 日 

【第三部会】 開催日 

第 4回 平成 26 年 1 月 28 日 

第 5回 平成 26 年 2 月 3 日 

第 6回 平成 26 年 2 月 19 日 
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